
別添

栃木県警察学校庁舎及び機動隊庁舎ガス需給仕様書

この仕様書は、支出負担行為担当官栃木県警察会計担当官 杉本 孝（以下「発注者」と

いう。）が栃木県警察学校庁舎及び機動隊庁舎で使用するガスの需給について、必要な事項

を定めたものである。

１ 購入等件名

栃木県警察学校庁舎及び機動隊庁舎で使用するガス

２ 納入場所

栃木県宇都宮市若草２－３－76

栃木県警察学校庁舎及び機動隊庁舎

３ 仕様

(1) ガスの種類 都市ガス13Ａ

(2) 供給熱量 一般ガス導管事業者が定める小売託送供給約款（需要場所で払い出

す託送供給）による

(3) 供給圧力 低圧

(4) 対象メーター

警察学校

ガスメーターの種類 ガスメーターの番号

ＮＳＰ ２５．０ ６３１６９５０６１

ＮＳＰ ５０．０ ６３１６９６７２７

ＮＳＰ １００．０ ２１２６９７８５７

ＮＳＰ ５０．０ ５３１６９７０９６

ＮＳＰ ２５．０ ６１９６９５０２９

ＮＢＰ ６．０ ４４１７９０８３５

ＮＳＰ ６５．０ ６０９６９７３５０

機動隊庁舎

ガスメーターの種類 ガスメーターの番号

ＮＢＰ １０．０ ５８９５０３７４９

ＮＳＰ ３０．０ ５３６６９５８１３

４ 予定ガス使用量

(1) 予定最大時間流量 １１９ ㎥／ｈ

※予定最大時間流量とは、契約期間を通じての１時間あたりの最大ガス使用量をいい、

原則としてこれを超えないものとする。

(2) 予定年間ガス使用量 ９２，７６０ ㎥／年

※予定年間ガス使用量とは、契約で定める契約期間の予定月別使用量の合計量をいう。

(3) 予定年間引取量 ７４，２０８ ㎥／年

※予定年間引取量とは、契約で定める契約期間の最低引取量をいう。

(4) 予定月別使用量

（単位：㎥）

年 月 使 用 量

令和８年６月 ９，０１０

７月 １２，６７０



８月 ９，７５０

９月 ９，２１０

10月 ４，６００

11月 ３，７００

12月 ８，６１０

令和９年１月 １０，２６０

２月 １０，４１０

３月 ６，３７０

４月 ４，９６０

５月 ３，２１０

計 ９２，７６０

５ 納入期間

令和８年６月１日から令和９年５月31日まで

６ 費用の負担

接続供給におけるガスメーター取替え、通信設備等設置の費用は供給者側の負担とする。

また託送（ガス導管の使用）や保安にかかる費用についても同様とする。

７ 使用量の測定方法及び検針の結果等

(1) 一般ガス導管事業者が設置した取引用ガスメーターにより計量を行うものとする。

(2) 計量期間は、原則毎月１日から当該月の末日までとし、計量は、計量器により記録さ

れた値によるものとする。また、一般ガス導管事業者から受領した検針の結果等を毎月

送付すること。

８ ガス供給設備の財産分界点

発注者と供給者との間で協議の上、確認、決定するものとする。

９ 保安

(1) 供給者は、ガス事業法に定めるところによりガス消費機器の調査及び危険発生防止の

安全周知を行うものとする。また、ガス工作物の保安責任はガス事業法に定めるところ

により、一般ガス導管事業者が負うものとする。ただし、同一構内に供給する他のガス

供給者と共用して使用されるガス工作物については、当該供給者と保安業務等の分担に

ついて協議を行うものとする。

(2) 保安責任分界点は、ガス工作物の末端のバルブとし、詳細については、発注者と供給

者との間で協議の上、決定するものとする。

(3) ガス事業法に基づき、経済産業大臣に届け出しているガス保安規程及びガス主任技術

者の選任届の写し又はガス保安業務規程を提出するものとする。また、変更があった場

合も同様とする。

10 料金

(1) 料金は、公的機関の発表する貿易統計のガスの原料に関する価格を用いて、原料費料

金単価算定式を設定し算定するものとする。なお、算定式における変数は、ガスの原料

に関する価格のみとする。

(2) 季節需要を基準とした料金及び追加金の設定は認めないものとする。

(3) ガス料金は、ガス小売事業者の原料費調整制度に準じ、調整を行うものとする。

(4) 支払方法 毎月ごとの精算払いとする。


